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北見市

交渉申込通知書

北見市における北海道空き家情報バンク登録事務要綱第10条第1項の規定により、北海道空き家情報バンクにより空き家の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）より連絡等がありましたので、同条第2項の規定により、次のとおり通知します。

記

	登録番号
	第111号

	所在地
	北見市

	北海道空き家情報バンクホームページアドレス
	
	北海道空き家情報バンク二次元コード
	

	利用希望者
	以下のとおり

	氏名
	
	連絡先
	

	希望形態
	
	利用希望時期
	



　
１　通知を受けた空き家バンク登録者は、速やかに利用希望者と交渉を行ってください。

２　空き家バンク登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交渉結果報告書(様式第6号)により、遅延なく市に報告しなければなりません。
(1)　この通知を受けてから1か月を経過したとき。
(2)　利用希望者と売買契約又は賃貸契約を締結し、又は締結する予定となったとき。
(3)　利用希望者との交渉を取り止め、又は延期したとき。

３　市、北海道、北海道空き家情報バンクの管理者は、空き家の当事者間の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約について直接関与しません。

４　担当仲介事業者（宅地建物取引業事業者）が仲介を行う場合は、媒介契約が必要であり、成約時に仲介手数料（宅地建物取引業法に基づく額の範囲内）を支払う必要があります。

５　利用希望者の個人情報は、空き家バンク登録者に対して提供することに同意の上、通知していますが、本事業の目的以外に利用してはいけません。個人情報の取扱いに十分ご留意ください。



